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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第１号 教育部文化課 

令和６年６月 21 日提出 (文化課長)三澤新弥 (係長)堀久士  

  

件名 「清澤洌文庫」の安曇野市文化財指定について 

決定を要する事項の

内容 
安曇野市文化財指定の可否 

要旨 

市文化財の指定申請があった清澤洌の『暗黒日記』の原本について、

文化財保護審議会に諮問したところ、文化財として指定することが

適当であるとの答申があったので、指定について伺う。 

説明 

１ 経過 

・令和５年７月 14 日 教育委員会に指定申請。 

・令和５年８月７日 文化財保護審議会に諮問。 

・令和６年２月 14 日 文化財保護審議会にて審議。 

・令和６年５月 28 日 文化財保護審議会にて審議、答申 

  

２ 答申内容（別紙） 

安曇野市文化財保護条例（平成17年条例第238号）及び安曇野市文

化財指定基準に照らし、安曇野市指定文化財として適当であると

認める。 

 

〇安曇野市文化財保護条例 （平成 17 年安曇野市条例第 238 号）  

（指定等） 

第３条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財（国又は長野県の指定を受け

た文化財を除く。）のうち重要なものを次に掲げるそれぞれの文化財（以下「指

定文化財」という。）として指定することができる。 

 (１) 安曇野市有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文

書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いも

の（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件

を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料 

（諮問及び告示等） 

第５条 教育委員会は、文化財の指定、認定又は解除しようとするときは、あら

かじめ安曇野市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）に諮問しなけれ

ばならない。 

                                （以 上） 
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写真 No.１『戦争日記（『暗黒日記』の原本）』１冊目 
（昭和 17 年 12 月９日〜 

昭和 18 年９月 29 日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 No.２『戦争日記（『暗黒日記』の原本）２冊目 
（昭和 18 年 10 月１日〜 

昭和 19 年７月９日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 No.３『戦争日記（『暗黒日記』の原本）３冊目 
（昭和 19 年７月 10 日〜 

昭和 20 年３月 10 日） 
 
 

 
 
 
 
 
 
写真 No.４ 『戦争日記』（『暗黒日記』の原本）４冊目 
（昭和 20 年３月 21 日〜 
４月 22 日・昭和 20 年４月 23 日〜５月５日） 
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写真 No.５ 清澤洌著『米国の研究』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 No.6 吉田茂からの書簡 
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「
清

澤
洌

文
庫

」
一

覧
表

計
14

1点
種

類
資

料
名

種
類

資
料

名
種

類
資

料
名

1
日

記
戦

争
日

記
（

『
暗

黒
日

記
』

の
原

本
1）

27
著

書
『

現
代

日
本

文
明

史
3 

外
交

史
』

53
書

簡
近

藤
浩

一
路

か
ら

の
書

簡
 

計
2通

2
日

記
戦

争
日

記
（

『
暗

黒
日

記
』

の
原

本
2）

28
著

書
『

世
界

再
分

割
時

代
』

54
書

簡
石

橋
湛

山
か

ら
の

書
簡

 
計

2通
3

日
記

戦
争

日
記

（
『

暗
黒

日
記

』
の

原
本

3）
29

著
書

『
旋

風
』

55
書

簡
石

橋
梅

か
ら

の
書

簡

4
日

記
戦

争
日

記
（

『
暗

黒
日

記
』

の
原

本
4）

30
著

書
『

戦
後

世
界

秩
序

私
案

』
《

桑
港

会
議

の
議

題
「

国
際

聯
合

」
の

紹
介

と
批

判
》

 
計

3冊
56

書
簡

嶋
中

雄
作

か
ら

の
書

簡

5
著

書
『

米
国

の
研

究
』

校
正

用
31

著
書

Re
di

str
ib

ut
ion

 of
 N

atu
ra

l R
es

ou
rc

es
So

lu
tio

n 
of

  P
ac

ifi
c P

ro
ble

m
57

書
簡

津
田

左
右

吉
か

ら
の

書
簡

6
著

書
『

モ
ダ

ン
ガ

ー
ル

』
32

著
書

『
自

由
主

義
と

は
何

か
』

58
書

簡
松

平
恒

雄
か

ら
の

書
簡

7
著

書
『

黒
潮

に
聴

く
』

33
著

書
『

現
代

日
本

論
』

59
講

演
集

「
講

演
」

25
9号

『
現

代
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ズ
ム

批
判

』
8

著
書

『
自

由
日

本
を

漁
る

』
34

著
書

『
フ

ァ
ッ

シ
ョ

は
何

故
に

生
ま

れ
た

か
』

60
講

演
集

「
講

演
」

28
5号

『
支

那
の

対
日

真
意

を
打

診
』

計
5冊

9
著

書
『

巨
人

を
語

る
』

35
著

書
『

女
性

時
局

読
本

《
混

沌
た

る
時

局
の

一
切

が
手

に
と

る
様

に
わ

か
る

》
』

61
講

演
集

「
講

演
」

29
5号

『
自

由
主

義
と

其
の

批
判

』

10
著

書
『

フ
ォ

ー
ド

』
36

著
書

『
混

迷
時

代
の

生
活

態
度

《
理

智
は

克
つ

》
』

62
講

演
集

「
講

演
」

32
9号

『
植

民
地

再
分

割
と

日
本

の
前

途
』

11
著

書
『

不
安

世
界

の
大

通
り

』
37

資
料

『
天

頼
 

第
2巻

第
3号

』
63

講
演

集
「

講
演

」
33

0号
『

現
代

政
治

家
は

斯
く

要
求

す
』

計
5

12
著

書
『

ア
メ

リ
カ

は
日

本
と

戦
は

ず
』

38
資

料
ア

ル
バ

ム
（

写
真

類
）

計
３

冊
64

講
演

集
「

講
演

」
44

6号
『

第
二

次
世

界
大

戦
と

国
際

情
勢

』
計

4冊

13
著

書
『

非
常

日
本

へ
の

直
言

』
39

資
料

ス
ク

ラ
ッ

プ
ブ

ッ
ク

 
英

字
新

聞
な

ど
の

切
り

抜
き

計
11

冊
65

講
演

集
我

国
の

液
体

燃
料

資
源

に
就

い
て

 
植

村
発

巳
男

君
、

世
界

思
想

家
の

ソ
ビ

エ
ト

批
判

の
紹

介
 

清
沢

洌
君

 
昭

和
12

年
6月

発
行

、
経

済
倶

楽
部

講
演

 
計

2冊

14
著

書
『

革
命

期
の

ア
メ

リ
カ

経
済

』
40

資
料

旋
風

帖
66

講
演

集
日

本
外

交
の

特
質

 
清

沢
洌

君
、

最
近

支
那

の
真

相
と

南
洋

発
展

 
神

田
正

雄
君

 
昭

和
16

年
6月

発
行

、
経

済
倶

楽
部

講
演

 
計

3冊

15
著

書
『

激
動

期
に

生
く

』
41

資
料

肖
像

写
真

 
張

作
霖

（
 原

稿
2枚

付
）

67
講

演
集

欧
州

大
戦

の
動

向
と

事
変

の
拾

収
 

清
沢

洌
 

昭
和

14
年

10
月

 
講

演
通

信
16

著
書

『
亜

細
亜

モ
ン

ロ
ー

主
義

』
42

資
料

寄
せ

書
 

計
2枚

68
講

演
集

太
平

洋
を

繞
る

日
米

蘇
関

係
鼎

談
会

17
著

書
『

現
代

日
本

論
』

43
資

料
原

稿
 

4束
＋

バ
ラ

69
講

演
集

ラ
ジ

オ
講

演
講

座
52

『
欧

米
婦

人
の

印
象

』
18

著
書

『
時

代
・

生
活

・
思

想
』

44
資

料
ロ

ン
ド

ン
会

議
プ

レ
ス

カ
ー

ド
 

計
２

枚
70

講
演

集
ラ

ジ
オ

講
演

講
座

65
19

著
書

『
極

東
の

危
機

』
45

資
料

パ
ス

ポ
ー

ト
71

講
演

集
当

面
日

本
の

全
面

的
分

析
 

計
2冊

20
著

書
『

ソ
連

の
現

状
と

そ
の

批
判

』
46

資
料

レ
セ

プ
シ

ョ
ン

メ
ニ

ュ
ー

72
資

料
講

演
会

案
内

は
が

き
21

著
書

『
現

代
世

界
通

信
』

47
資

料
観

光
紀

念
写

真
帖

73
講

演
集

講
演

の
友

 
第

90
号

12
月

上
旬

号
 

計
２

冊

22
著

書
『

第
二

次
欧

州
大

戦
の

研
究

』
48

書
簡

吉
田

茂
か

ら
の

書
簡

 
計

9通
74

講
演

集
旬

刊
講

演
集

 
大

統
領

選
挙

を
中

心
と

せ
る

米
国

政
治

事
情

23
著

書
国

民
学

術
協

会
叢

書
『

外
政

家
と

し
て

の
大

久
保

利
通

』
49

書
簡

芦
田

均
か

ら
の

書
簡

 
計

9通
75

講
演

集
欧

米
は

日
本

を
如

何
に

観
て

居
る

か
（

日
本

外
交

協
会

第
26

8回
例

会
 

清
澤

洌
講

演
要

旨
）

24
著

書
『

日
本

外
交

史
』

上
・

下
50

書
簡

幣
原

喜
重

郎
か

ら
の

書
簡

 
計

4通
76

講
演

集
世

界
を

旅
し

て
（

「
人

の
一

人
を

惜
し

み
物

の
一

つ
を

惜
し

む
」

所
収

）
25

著
書

『
日

本
外

交
年

表
竝

主
要

文
章

』
18

40
-1

94
5（

上
）

51
書

簡
牧

野
伸

顕
か

ら
の

書
簡

 
計

３
通

77
絵

画
清

澤
洌

肖
像

画
 

油
絵

 
鶴

見
守

雄
作

26
著

書
『

日
本

外
交

年
表

竝
主

要
文

章
』

18
40

-1
94

5（
下

）
52

書
簡

小
林

一
三

か
ら

の
書

簡
 

計
６

通
78

愛
用

品
帆

船
(模

型
) 

計
２

隻

1/
1
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【教育委員会提出資料】 

議案第２号 教育部 文化課 

令和６年６月 21 日提出 (課長)三澤新弥 (担当係長)奈良澤一恵 

  

件名 安曇野市図書館協議会に係る委員の任命について 

協議を要する事

項の内容 
委員の選任に係る協議 

要旨  

説明 

安曇野市情報公開条例 （平成 18 年安曇野市条例第５号）第５条 第１項第

２号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものに該当するものであるため、非公開とします。 

 

 

 

 

【教育委員会提出資料】 





議案第３号 教育部 各課 

令和６年６月 21 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 

 

課名 共催 後援 

学校教育課 １件  

生涯学習課 １件  

文化課 ２件 ４件 

子ども家庭支援課  １件 

               （詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 
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申請書は、安曇野市情報公開条例 （平成18年安曇野市条例第５号）第５条 第１項第２号に規定する
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものに該当するものであるた
め、非公開とします。



学
校

教
育
課
 

 
 

 

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

長
野

県
中

学
校

体
育

大
会

連
盟

会
長

　
小

笠
原

　
重

光

中
学

生
を

育
成

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

大
会

で
あ

る
た

め
。

5
月

1
3

日
令

和
6

年
7

月
1
3
日

（
土

）
～

7
月

14
日

（
日

）
A

N
C

ア
リ

ー
ナ

（
1
3
日

）
穂

高
総

合
体

育
館

（1
4

日
）

中
学

校
教

育
の

一
環

と
し

て
、
中

学
校

生
徒

に
広

く
ス

ポ
ー

ツ
の

機
会

を
与

え
心

身
と

も
に

健
康

な
中

学
校

生
徒

を
育

成
す

る
。

参
加

料
：
1人

5
0
0

円
北

信
越

中
学

校
総

合
競

技
大

会
へ

の
予

選
を

兼
ね

る
。
市

外
開

催
競

技
：
陸

上
競

技
、
水

泳
、
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
、
サ

ッ
カ

ー
、
ハ

ン
ド

ボ
ー

ル
、
軟

式
野

球
、
体

操
競

技
、
新

体
操

、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
、
ソ

フ
ト

テ
ニ

ス
、
バ

ド
ミ

ン
ト

ン
、
ソ

フ
ト

ボ
ー

ル
、
柔

道
、
剣

道
、
相

撲
、
駅

伝
、
ス

キ
ー

、
ス

ケ
ー

ト
、
ア

イ
ス

ホ
ッ

ケ
ー

〇
〇

〇
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
第

6
3

回
長

野
県

中
学

校
総

合
体

育
大

会
　
卓

球
競

技
 

主
催

：
長

野
県

中
学

校
体

育
体

育
連

盟
・
長

野
県

教
育

委
員

会
長

野
県

市
町

村
教

育
員

会
連

絡
協

議
会

-12-



生
涯
学
習
課
 

 

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
明

科
親

睦
ゴ

ル
フ

大
会

実
行

委
員

会
大

会
長

 兼
 実

行
委

員
長

　
丸

山
　

憲
治

市
民

の
健

康
保

持
・
体

力
向

上
及

び
、
市

民
相

互
の

親
睦

交
流

及
び

連
帯

意
識

の
高

揚
、
更

に
社

会
体

育
の

振
興

を
図

る
た

め
。

5
月

3
0

日
令

和
6

年
8

月
2

9
日

(木
)

豊
科

カ
ン

ト
リ

ー
倶

楽
部

本
大

会
は

、
市

民
の

健
康

保
持

と
体

力
向

上
を

目
指

す
と

と
も

に
、
地

域
市

民
相

互
の

親
睦

・
交

流
及

び
連

帯
意

識
の

高
揚

並
び

に
社

会
体

育
の

振
興

を
図

る
。
な

お
、
本

大
会

は
旧

明
科

町
の

平
成

７
年

か
ら

続
く

、
多

く
の

市
民

の
方

が
参

加
す

る
伝

統
の

大
会

で
あ

り
ま

す
。

親
睦

ゴ
ル

フ
大

会
：
18

H
プ

レ
ー

　
成

績
は

前
半

９
Ｈ

「
新

ぺ
リ

ア
」
　

、
募

集
人

数
：
16

0
名

、
参

加
資

格
：
市

内
在

住
者

・
市

出
身

・
市

内
企

業
事

業
所

に
勤

務
す

る
者

、
入

場
料

：
11

,5
8
0

円
／

１人
（
プ

レ
ー

料
金

　
税

含
む

。
）
、
参

加
料

：
2
,0

0
0

円
／

1人

○
‐

‐
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
第

１
8

回
　
安

曇
野

明
科

親
睦

ゴ
ル

フ
大

会
主

催
：
安

曇
野

明
科

親
睦

ゴ
ル

フ
大

会
実

行
委

員
会
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文
化
課
 

   

 

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

平
和

憲
法

を
生

か
す

安
曇

野
の

会
　

代
表

松
澤

　
好

哲

原
爆

写
真

パ
ネ

ル
、
安

曇
平

の
戦

跡
資

料
を

見
て

い
た

だ
く

こ
と

で
、
戦

争
の

歴
史

を
学

び
、
平

和
に

つ
い

て
考

え
る

機
会

と
す

る
た

め
。

5
月

2
4

日
令

和
6

年
7

月
1
9
日

（
金

）
～

2
1

日
（日

）
安

曇
野

市
役

所
　

本
庁

舎
１
階

東
側

ロ
ビ

ー

親
子

で
戦

争
に

関
連

す
る

写
真

・資
料

な
ど

を
見

て
い

た
だ

き
、
戦

争
の

恐
ろ

し
さ

、
歴

史
な

ど
を

学
び

、
平

和
に

つ
い

て
考

え
て

も
ら

う
機

会
と

す
る

た
め

。

広
島

・長
崎

原
爆

パ
ネ

ル
展

示
、
広

島
・長

崎
ア

ピ
ー

ル
、
安

曇
平

戦
跡

め
ぐ

り
バ

ナ
ー

展
示

、
ウ

ク
ラ

イ
ナ

の
子

ど
も

の
描

い
た

絵
の

展
示

、
豊

科
高

等
学

校
書

道
部

大
書

の
展

示

〇
〇

〇
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
2

0
2

4
年

　
安

曇
野

「
戦

争
と

平
和

」
展

主
催

：
平

和
憲

法
を

生
か

す
安

曇
野

の
会

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

N
P

O
法

人
　

Ｗ
Ｈ

ＩＴ
Ｅ

Ｃ
Ａ

Ｎ
Ｖ

Ａ
Ｓ

　
理

事
石

岡
　

享
子

安
曇

野
市

近
隣

の
障

が
い

者
の

ア
ー

ト
活

動
に

関
す

る
新

し
い

取
り

組
み

と
意

義
を

広
く

知
っ

て
い

た
だ

き
、
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
資

す
る

た
め

。

5
月

2
2

日
令

和
6

年
9

月
2

5
日

（
水

）
～

1
0

月
8
日

（火
）

穂
高

交
流

学
習

セ
ン

タ
ー

み
ら

い
障

が
い

の
あ

る
大

人
の

方
々

の
芸

術
活

動
の

魅
力

を
市

民
の

方
々

に
知

っ
て

い
た

だ
く

た
め

。
絵

本
作

家
と

制
作

し
た

安
曇

野
と

世
界

の
土

を
使

っ
た

絵
画

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

紹
介

。
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
障

が
い

者
と

地
域

を
結

ぶ
オ

ー
プ

ン
ア

ト
リ

エ
事

業
「
絵

本
作

家
と

福
祉

施
設

で
土

の
絵

の
具

を
作

る
、
土

で
描

く
」

主
催

：
N

P
O

法
人

　
Ｗ

Ｈ
ＩＴ

Ｅ
 Ｃ

Ａ
Ｎ

Ｖ
Ａ

Ｓ

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

公
益

財
団

法
人

碌
山

美
術

館
　
代

表
理

事
高

野
　

博

安
曇

野
地

域
の

方
、
碌

山
美

術
館

に
い

ら
っ

し
ゃ

っ
た

方
に

友
の

会
の

活
動

の
一

環
を

ご
覧

い
た

だ
き

、
美

術
館

に
関

心
を

持
っ

て
い

た
だ

く
た

め
。

5
月

2
9

日
令

和
6

年
9

月
1
9
日

(木
)～

9
月

2
3

日
（
月

）
碌

山
公

園
研

成
ホ

ー
ル

友
の

会
員

が
日

ご
ろ

制
作

し
た

作
品

の
発

表
と

地
域

の
文

化
振

興
の

た
め

。
友

の
会

員
に

よ
る

、
彫

刻
、
絵

画
、
工

芸
、
書

等
の

展
覧

会
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
第

1
6

回
碌

山
美

術
館

友
の

会
員

美
術

展
主

催
：
公

益
財

団
法

人
碌

山
美

術
館
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

公
益

財
団

法
人

碌
山

美
術

館
　
代

表
理

事
高

野
　

博

碌
山

美
術

館
の

企
画

展
を

広
く

周
知

し
、
地

元
文

化
の

発
展

に
寄

与
す

る
と

と
も

に
、

地
域

の
文

化
振

興
に

資
す

る
た

め
。

6
月

3
日

令
和

6
年

9
月

1
4
日

（
土

）
～

1
2

月
8
日

（日
）

碌
山

美
術

館
内

　
「
第

１
展

示
棟

」
、
「
第

２
展

示
棟

」
現

代
彫

刻
家

の
展

示
に

よ
っ

て
、
近

代
と

現
代

を
比

較
検

証
し

。
双

方
の

高
い

芸
術

性
を

発
信

す
る

。
森

靖
氏

の
彫

刻
の

展
示

及
び

日
本

大
学

美
術

学
科

教
授

田
中

修
二

氏
と

の
記

念
対

談
。

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
彫

刻
家

森
靖

展
-
G

ig
a
n
ti

z
a
ti

o
n
 M

a
n
if

e
s
to

-
主

催
：
公

益
財

団
法

人
碌

山
美

術
館

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

公
益

財
団

法
人

　
安

曇
野

文
化

財
団

　
代

表
理

事
　
長

崎
　

大
幸

作
品

の
出

品
や

鑑
賞

と
い

っ
た

芸
術

活
動

の
機

会
創

出
を

図
り

、
併

せ
て

名
誉

市
民

高
橋

節
郎

顕
彰

の
機

会
と

す
る

た
め

。

5
月

3
1
日

令
和

6
年

9
月

1
4
日

（
土

）
～

1
2

月
1日

（日
）

高
橋

節
郎

記
念

美
術

館
　
展

示
室

1・
2

・3

高
橋

節
郎

の
漆

に
対

す
る

取
り

組
み

の
変

遷
を

辿
り

、
い

か
に

独
自

の
作

風
を

確
立

す
る

に
至

っ
た

か
を

紹
介

し
、

高
橋

節
郎

の
功

績
お

よ
び

漆
の

芸
術

を
顕

彰
す

る
機

会
と

す
る

。

豊
田

市
美

術
館

　
高

橋
節

郎
館

よ
り

作
品

を
借

用
展

示
し

、
高

橋
節

郎
が

生
涯

を
か

け
て

挑
戦

し
て

き
た

漆
表

現
の

全
貌

を
展

観
す

る
特

別
展

。

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
令

和
６

年
度

　
安

曇
野

高
橋

節
郎

記
念

美
術

館
特

別
展

「
生

誕
1
1
0

年
展

」
主

催
：
公

益
財

団
法

人
　
安

曇
野

文
化

財
団

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

日
本

吟
詠

学
院

清
流

会
　
会

長
　

小
林

幸
三

郎

5
0
年

培
っ

て
き

た
伝

統
と

チ
ー

ム
ワ

ー
ク

と
技

量
の

発
表

の
場

で
あ

り
、
伝

統
文

化
の

継
承

、
飛

躍
の

た
め

。

6
月

5
日

令
和

6
年

1
1
月

2
4
日

(日
)

松
本

市
　

Ｍ
ウ

イ
ン

グ
5

0
年

の
吟

詠
剣

詩
舞

の
発

表
と

吟
道

の
更

な
る

継
承

と
活

動
の

推
進

を
目

的
と

す
る

。
入

選
短

歌
朗

詠
、
剣

詩
舞

構
成

吟
「
さ

な
だ

ゆ
き

む
ら

」
の

あ
ゆ

ん
だ

道
の

公
演

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
創

立
5

0
周

年
記

念
チ

ャ
リ

テ
ィ

大
会

主
催

：
日

本
吟

詠
学

院
清

流
会

-26-



子
ど
も
家
庭
支
援
課
 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

宗
教

法
人

　
高

山
寺

本
多

徹

3
0
年

以
上

続
い

て
き

た
こ

の
イ

ベ
ン

ト
が

コ
ロ

ナ
禍

を
機

に
休

止
と

な
っ

て
お

り
、
今

年
５

年
ぶ

り
に

再
開

す
る

。
以

前
と

同
じ

く
多

く
の

子
ど

も
達

の
遊

び
の

場
、
食

育
や

自
然

科
学

体
験

に
よ

る
学

び
の

場
と

し
て

活
用

し
て

欲
し

い
た

め
。

6
月

1
0

日
令

和
6

年
7

月
2

0
日

(土
)

高
山

寺
夏

休
み

に
入

る
子

ど
も

達
の

学
び

や
居

場
所

づ
く

り
、
地

域
住

民
の

交
流

の
場

を
提

供
す

る
。

①
食

育
、
カ

レ
ー

作
り

体
験

や
火

起
こ

し
体

験
を

行
い

、
焼

き
肉

を
食

べ
交

流
す

る
②

天
体

望
遠

鏡
を

使
っ

て
星

空
観

望
会

。
自

然
科

学
体

験
も

か
ね

、
夏

の
星

座
や

月
を

観
察

す
る

。
参

加
料

：
子

ど
も

無
料

、
大

人
15

0
0
円

（食
材

費
と

し
て

）

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
星

と
焼

き
肉

の
夕

べ
主

催
：
宗

教
法

人
　
高

山
寺
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【教育委員会提出資料】 

報告第１号 教育部 学校教育課 

令和６年６月 21 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)堀内雅文 

  

件名 安曇野市アレルギー対応委員会委員の変更について 

協議を要する事

項の内容 

安曇野市アレルギー対応委員会委員に委嘱及び任命した者に変更があった

ため報告するもの。 

要旨  

説明 

 

安曇野市情報公開条例 （平成 18 年安曇野市条例第５号）第５条 第１項第

２号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものに該当するものであるため、非公開とします。 

 

 

 

 

【教育委員会提出資料】 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第２号 教育部 学校教育課 

令和６年 6 月 21 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)堀内雅文 

  

件名 中学校新教科書の採択に関する要請について 

要旨 
令和７年度から使用する中学校の教科書採択について、長野県教職

員組合より要請がありましたので、要請内容を報告するものです。 

説明 

１ 要請内容（別紙のとおり） 

 

(１) 教科書採択にあたっては、教育現場や保護者、市民の声が重

視されるようにすること。 

 

(２) 教科書採択にあたっては、教職員や保護者、市民が教科書展

示会に参加し、十分な研究・検討ができるよう、条件整備を行う

こと。 

 

(３) 教科書採択にあたっては、史実をゆがめアジア・太平洋戦争

を美化する教科書や、憲法の平和主義の理念を重視しない教科書

は採択しないこと。 

 

(４) 教科書採択の過程がわかるように、教科書図書選定委員会の

議事録の公開など情報開示を積極的にすすめること。 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第３号 教育部 学校給食課 

令和６年６月 21 日提出 (課長)西澤弘修 (係長)関和俊 

  

タイトル 南部学校給食センター配送用コンテナの更新について 

要旨 
老朽化により劣化が著しい、南部給食センターの配送用コンテナ

を全て更新することとしたことから報告するもの。 

 

１ 事業の概要 

南部給食センター設立時（平成 19 年８月）に導入した、南

部給食センターの配送用コンテナ 24 台については、著しい劣

化等が見られた。このうち数台は、給食提供に支障が出ていた。

このことから、令和５年度中に提供に支障がある３台を先に更

新した。 

今回、今後支障が出るおそれが高い、残り 21 台を全て更新

するもの。 

 

２ 契 約 

 ・案件名「令和６年度安曇野市南部学校給食センター配送用コ

ンテナ更新購入」 

・契約業者：テクノ・フードシステム㈱松本営業所 

・令和６年５月 21 日入札。５月 24 日付け仮契約。 

・契約額 29,007,000 円（税込み） 

 

３ 今後の日程 

 ・令和６年６月 26 日 安曇野市議会６月定例会に議案を上程。

同日開催の議会全員協議会で説明の予定。 

・契約は、令和７年３月 14 日までとし、準備のできたコンテ

ナから入替更新する予定。 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第４号 教育部子ども家庭支援課 

令和６年６月 21 日提出 (課長)山越寿彦 (係長)赤羽賢一  

  

件名 安曇野市こども計画（仮称）の策定及び検討会議の設置について 

要旨 
安曇野市こども計画（仮称）の策定に着手する。併せて専門的な見

地から意見・協力を求めるため検討会議を設置する。 

説明 

１ 計画策定の背景・目的 

令和５年４月１日に施行されたこども基本法（令和４年法律第 77

号）第 10 条第２項に規定する市町村こども計画として、市の各種計

画と整合性を図りつつ、こども施策を総合的に推進するため、「安曇

野市こども計画」（仮称）を策定する。この際、令和５年 12 月 22 日

に閣議決定された「こども大綱」及び県のこども計画に位置付けら

れた「長野県子ども・若者支援総合計画」を勘案し、自治体こども

計画策定のためのガイドライン（令和６年５月）及び「こどもまん

なか実行計画 2024」を参考にするものとする。 

 

２ 計画概要 

計画内容には以下に相当する内容を盛り込む。 

（１）こども施策に関する基本方針  

（２）こども施策に関する重要事項 

（３）こども施策を推進するために必要な事項 

（４）少子化社会対策基本法（平成 15 年法律第 133 号）第７条１項

に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策 

（５）子ども・若者育成支援推進法（平成 21 年法律第 71 号）第８

条第２項各号に掲げる事項 

（６）子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年法律第 64

号）第８条第２項各号に掲げる事項 

 

３ 事業計画期間について 

令和７年度から令和 11 年度までの５年間 

 

４ 策定スケジュール 

別添のとおり。なお、策定にあたり、調査から計画策定まで支援

を委託する予定。 

 

５ 検討会議について 

（１）委員は、10 人以内で組織し、以下に掲げる者のうちから、教

育委員会が委嘱又は任命する。 
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① 安曇野市子ども・子育て会議条例（平成 26 年安曇野市条

例第８号）第９条に規定する部会の委員 

② 結婚支援に関する事業を行う者（結婚相談事業者等） 

③ 就労支援に関する事業を行う者（ハローワーク等） 

④ 貧困支援に関する事業を行う者（就労支援センター等） 

⑤ その他教育委員会が特に必要があると認める者 

（２）任期 委嘱等の日から２年以内 

 
〇こども基本法 

（都道府県こども計画等） 

第十条 (略) 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱

及び都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての

計画（以下この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

〇少子化社会対策基本法 

（施策の大綱） 

第七条 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な

少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。  

〇子ども・若者育成支援推進法 

（子ども・若者育成支援推進大綱） 

第八条 (略)  

２ 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針 

二 子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項 

イ 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における

施策に関する事項 

ロ 子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項 

ハ 第二条第七号に規定する支援に関する事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要

事項 

〇子どもの貧困対策の推進に関する法律 

（子どもの貧困対策に関する大綱） 

第八条 (略)  

２ 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

二 子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等

学校等進学率、生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困

に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策 

三 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安

定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策

に関する事項 

四 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

五 子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他

の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項 
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安曇野市教育委員会告示第 号 

安曇野市こども計画検討会議要綱を次のように定める。 

 

  令和６年 月 日 

 

安曇野市教育委員会 

                             教育長 橋渡 勝也 

 

安曇野市こども計画検討会議要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、安曇野市こども計画検討会議（以下「こども計画検討会議」とい

う。）の設置並びに組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 こども計画検討会議は、こども基本法（令和4年法律第77号）第10条第２項に

規定する市町村こども計画を定め、又は変更しようとするときに市町村こども計画

に係る事項を協議する。 

（組織） 

第３条 こども計画検討会議は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち

から教育委員会が委嘱する。 

(１) 安曇野市子ども・子育て会議条例（平成26年安曇野市条例第８号）第９条の規

定により設置した部会のうち会長が指定した部会の委員 

(２) 結婚支援に関する事業を行う者 

(３) 就労支援に関する事業を行う者 

(４) 貧困支援に関する事業を行う者 

(５) その他教育長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とし、再任は妨げないものとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 こども計画検討会議に会長及び副会長各１人を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、こども計画検討会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 
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（会議） 

第６条 こども計画検討会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

（関係者の出席等） 

第７条 会長は、こども計画検討会議の会議において必要があると認めるときは、関

係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（部会） 

第８条 こども計画検討会議に、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、その部会に属する委員が互選する。 

４ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

５ 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その部会に属する委員のう

ちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

６ 前２条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、「こども計画

検討会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるもの

とする。 

（庶務） 

第９条 こども計画検討会議の庶務は、教育部子ども家庭支援課において処理する。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、こども計画検討会議の運営について必要な事

項は、会長が会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年 月 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初のこども計画検討会議の会議は、教育長が招集する。 

３ この要綱により委嘱される最初の委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、令

和８年３月31日までとする。 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第４号 教育部 こども園幼稚園課 

令和 6 年 6 月 21 日提出 (課長)佐々木 真貴  (担当係長)青嶋 梢  

  

件名 安曇野市一時預かり事業補助金交付要綱の一部改正について 

要旨 要綱の一部改正を報告するもの。 

説明 

 

１ 趣旨 

 引用する国の通知が変更されたため、所要の改正を行ったもの。 

 

２ 施行日 

 令和６年４月１日 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 

 

（以 上） 
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う
と
す
る
者
は
、
安
曇
野
市
一
時
預
か
り
事
業
補
助
金
交
付
申
請

書
（
様
式
第
１
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
市
長
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。
 

第
５
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
安
曇
野
市
一

時
預
か
り
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
別
に
定
め
る
日
ま

で
に
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 

（
交
付
の
決
定
）
 

（
交
付
の
決
定
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
前
条
に
定
め
る
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
等
の
書
類
を
審
査

し
、
速
や
か
に
補
助
金
の
交
付
の
可
否
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
６
条
 
市
長
は
、
前
条
に
定
め
る
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
等
の
書
類
を
審
査

し
、
速
や
か
に
補
助
金
を
交
付
の
可
否
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
決
定
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
内
容
を
変

更
し
、
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
交
付
を
決
定
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
内
容
を
変
更
し
、
条
件
を
付
す
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
又
は
不
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

安
曇
野
市
一
時
預
か
り
事
業
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
２
号
）
又
は
安
曇
野
市
一
時
預
か

り
事
業
補
助
金
不
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
３
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
交
付
又
は
不
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
安
曇
野
市
一
時

預
か
り
事
業
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
２
号
）
又
は
不
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
３

号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
交
付
の
変
更
）
 

（
交
付
の
変
更
）
 

第
７
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
の
決
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
補
助
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、

交
付
の
決
定
を
受
け
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
安
曇
野
市
一
時
預
か
り
事
業
補
助

第
７
条
 
申
請
者
は
、
前
条
に
定
め
る
交
付
決
定
を
受
け
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に

安
曇
野
市
一
時
預
か
り
事
業
補
助
金
変
更
交
付
申
請
書
（
様
式
第
４
号
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
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改
正
後
 

改
正
前
 

金
変
更
交
付
申
請
書
（
様
式
第
４
号
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
の

変
更
が
20
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
減
額
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

る
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
の
変
更
が
20
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
減
額
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
変
更
の
承
認
又
は
不
承
認
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
及
び

付
し
た
条
件
を
当
該
補
助
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
変
更
の
承
認
又
は
不
承
認
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
及
び

付
し
た
条
件
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
実
績
報
告
）
 

（
実
績
報
告
）
 

第
８
条
 
補
助
事
業
者
は
、
補
助
事
業
が
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
安
曇
野
市
一
時
預
か
り
事

業
補
助
金
実
績
報
告
書
（
様
式
第
５
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
別
に
定
め
る
日
ま
で

に
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
８
条
 
申
請
者
は
、
補
助
事
業
が
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
安
曇
野
市
一
時
預
か
り
事
業
補

助
金
実
績
報
告
書
（
様
式
第
５
号
）
と
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
市
長
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 

（
補
助
金
額
の
確
定
）
 

（
補
助
金
額
の
確
定
）
 

第
９
条
 
市
長
は
、
前
条
に
定
め
る
実
績
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
報
告
書
等
の
書
類
の
審
査
及

び
必
要
に
応
じ
て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
、
そ
の
報
告
が
交
付
決
定
の
内
容
及
び
こ
れ
に
付
し
た

条
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
、
安
曇
野
市
一
時
預
か

り
事
業
補
助
金
確
定
通
知
書
（
様
式
第
６
号
）
に
よ
り
当
該
補
助
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 

第
９
条
 
市
長
は
、
前
条
に
定
め
る
実
績
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
報
告
書
等
の
書
類
の
審
査
及

び
必
要
に
応
じ
て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
、
そ
の
報
告
が
交
付
決
定
の
内
容
及
び
こ
れ
に
付
し
た

条
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
、
安
曇
野
市
一
時
預
か

り
事
業
補
助
金
確
定
通
知
書
（
様
式
第
６
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
補
助
金
の
請
求
）
 

（
補
助
金
の
請
求
）
 

第
10
条
 
補
助
金
の
交
付
（
概
算
払
を
含
む
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
安
曇
野
市
一
時
預
か

り
事
業
補
助
金
交
付
（
概
算
払
）
請
求
書
（
様
式
第
７
号
）
に
よ
り
市
長
に
請
求
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 

第
10
条
 
申
請
者
が
補
助
金
の
交
付
（
概
算
払
を
含
む
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
安
曇
野

市
一
預
か
り
事
業
補
助
金
請
求
書
（
様
式
第
７
号
）
に
よ
り
市
長
に
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
概
算
払
及
び
精
算
）
 

（
概
算
払
及
び
精
算
）
 

第
11
条
 
市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
概
算
払
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る

と
き
は
、
第
６
条
第
３
項
に
定
め
る
交
付
決
定
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
 

第
11
条
 
前
条
に
よ
る
補
助
金
の
請
求
に
つ
い
て
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
６
条
第
３
項

に
定
め
る
交
付
決
定
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
市
長
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
交
付
し
た
補
助
金
の
額
と
、
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
確
定

し
た
補
助
金
の
額
に
差
が
あ
る
と
き
は
、
返
還
請
求
又
は
追
加
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

３
 
前
項
に
定
め
る
既
に
交
付
し
た
補
助
金
の
額
と
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
補
助
金
の
額
に

差
が
あ
る
と
き
は
、
返
還
請
求
又
は
追
加
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

-65-



 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
補
助
金
の
経
理
）
 

（
補
助
金
の
経
理
）
 

第
12
条
 
補
助
事
業
者
は
、
補
助
金
の
経
理
に
つ
い
て
の
帳
簿
を
備
え
、
補
助
金
と
そ
れ
以
外
の
経
理

と
を
明
確
に
区
分
し
、
そ
の
収
支
の
状
況
を
帳
簿
に
記
載
し
、
補
助
金
の
使
途
を
明
ら
か
に
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
12
条
 
申
請
者
は
、
補
助
金
の
経
理
に
つ
い
て
の
帳
簿
を
備
え
、
補
助
金
と
そ
れ
以
外
の
経
理
と
を

明
確
に
区
分
し
、
そ
の
収
支
の
状
況
を
帳
簿
に
記
載
し
、
補
助
金
の
使
途
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第５号 教育部 こども園幼稚園課 

令和 6 年 6 月 21 日提出 (課長)佐々木 真貴  (担当係長)青嶋 梢  

  

件名 安曇野市延長保育事業補助金交付要綱の一部改正について 

要旨 要綱の一部改正を報告するもの。 

説明 

 

１ 趣旨 

 引用する国の通知が変更されたため、所要の改正を行ったもの。 

 

２ 施行日 

 令和６年４月１日 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 

 

（以 上） 
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報告第６号



 

○
安

曇
野

市
延

長
保

育
事

業
補

助
金

交
付

要
綱

（
平

成
2
9
年

安
曇

野
市

告
示

第
3
7
1
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
民
間
保
育
所
等
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
34
条
の
15

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
の
認
可
を
受
け
た
家
庭
的
保
育
事
業
等
及
び
同
法
第
35
条
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
長
野
県
知
事
の
認
可
を
得
た
保
育
所
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
77
号
）
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
認
定
こ
ど
も
園
及
び
同
法
第
17
条
の
規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
）
に
お
け
る
延
長
保
育
の
促
進
を
図
る
た
め
、
延
長
保
育
を
実
施
す

る
法
人
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
安
曇
野
市
補
助

金
等
交
付
規
則
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
規
則
第
41
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
民
間
保
育
所
等
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
34
条
の
15

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
の
認
可
を
受
け
た
家
庭
的
保
育
事
業
等
及
び
同
法
第
35
条
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
長
野
県
知
事
の
認
可
を
得
た
保
育
所
並
び
に
認
定
こ
ど
も
園
法
（
平
成
18
年
法
律
第
77

号
）
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
認
定
こ
ど
も
園
及
び
同
法
第
17
条
の

規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
延
長
保

育
の
促
進
を
図
る
た
め
、
延
長
保
育
を
実
施
す
る
法
人
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
補
助
金

を
交
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
安
曇
野
市
補
助
金
等
交
付
規
則
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
規
則
第
41

号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
補
助
対
象
事
業
）
 

（
補
助
対
象
事
業
）
 

第
２
条
 
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て

（
令
和
５
年
９
月
７
日
付
け
こ
成
事
第
48
1号

）
の
別
紙
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
要
綱

第
３
条
第
２
号
に
定
め
る
延
長
保
育
事
業
と
す
る
。
 

 

第
２
条
 
補
助
金
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
（
平
成

28
年
７
月
20
日
府
子
本
第
47
4号

）
の
別
紙
に
定
め
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
要
綱

（
以
下
「
交
付
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
延
長
保
育
事
業
と
す
る
。
 

 

（
補
助
金
の
額
）
 

（
補
助
金
の
額
）
 

第
３
条
 
補
助
金
の
額
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
要
綱
別
紙
の
表
の
延
長
保
育
事
業
の

項
の
第
３
欄
に
定
め
る
基
準
額
と
第
４
欄
に
定
め
る
対
象
経
費
の
実
支
出
額
を
比
較
し
て
少
な
い
額

と
、
総
事
業
費
か
ら
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
額
と
す
る
。
 

 

第
３
条
 
補
助
金
の
額
は
、
交
付
要
綱
別
紙
の
第
２
欄
延
長
保
育
事
業
の
項
の
第
３
欄
に
定
め
る
基
準

額
と
第
４
欄
に
定
め
る
対
象
経
費
の
実
支
出
額
を
比
較
し
て
少
な
い
額
と
、
総
事
業
費
か
ら
寄
付
金

そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
額
と
す
る
。
 

 

（
補
助
金
交
付
申
請
）
 

（
補
助
金
交
付
申
請
）
 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
延
長
保
育
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第

１
号
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
延
長
保
育
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第

１
号
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

（
交
付
の
決
定
）
 

（
補
助
金
の
交
付
時
期
）
 

第
５
条
 
市
長
は
、
前
条
に
定
め
る
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
を
審
査
し
、
速
や
か

に
補
助
金
の
交
付
の
可
否
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
条
 
市
長
は
、
補
助
金
の
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
当
該
決
定
の
日
の
属
す
る
年
度
の
７
月
及

び
12
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
額
の
２
分
の
１
以
内
の
補
助
金
を
概
算
交
付
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
決
定
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
内
容
を
変

更
し
、
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
又
は
不
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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改
正
後
 

改
正
前
 

及
び
付
し
た
条
件
を
当
該
申
請
を
行
っ
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
交
付
の
変
更
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
６
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
の
決
定
を
受
け
た
者
は
、
交
付
の
決
定
を
受
け
た
内
容
に
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
延
長
保
育
事
業
補
助
金
交
付
変
更
申
請
書
（
様
式
第
２
号
）
を
市
長
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
の
変
更
が
20
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
減
額
で
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
市
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
変
更
を
承
認
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
内
容
を
変
更
し
、
条
件

を
付
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
市
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
変
更
の
承
認
又
は
不
承
認
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
及
び

付
し
た
条
件
を
当
該
申
請
を
行
っ
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
実
績
報
告
）
 

（
実
績
報
告
）
 

第
７
条
 
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
者
は
、
第
４
条
に
規
定
す
る
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
年
度

の
３
月
31
日
ま
で
に
延
長
保
育
事
業
補
助
金
収
支
決
算
報
告
書
（
様
式
第
３
号
）
を
市
長
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
第
４
条
に
規
定
す
る
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
３

月
31
日
ま
で
に
延
長
保
育
事
業
補
助
金
収
支
決
算
報
告
書
（
様
式
第
２
号
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
容
を
精
査
し
補
助
金
額
を
確
定
す
る
も

の
と
す
る
。
 

 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
容
を
精
査
し
補
助
金
額
を
確
定
す
る
も

の
と
す
る
。
 

（
補
助
金
の
請
求
）
 

（
補
助
金
の
精
算
）
 

第
８
条
 
補
助
金
の
交
付
（
概
算
払
を
含
む
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
延
長
保
育
事
業
補
助

金
交
付
（
概
算
払
）
請
求
書
（
様
式
第
４
号
）
に
よ
り
、
市
長
に
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
７
条
 
市
長
は
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
既
に
交
付
し
た
補
助
金
の
額
と
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
確
定
し
た
補
助
金
の
額
に
差
が
あ
る
と
き
は
、
返
還
請
求
又
は
追
加
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
概
算
払
及
び
精
算
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
９
条
 
前
条
に
よ
る
補
助
金
の
請
求
に
つ
い
て
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
５
条
第
３
項

に
定
め
る
交
付
決
定
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
に
定
め
る
概
算
払
の
時
期
は
７
月
と
12
月
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
交
付
決
定
額
の
２
分
の
１
以
内

の
金
額
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
前
項
に
定
め
る
既
に
交
付
し
た
補
助
金
の
額
と
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
し
た
補
助
金

額
に
差
が
あ
る
と
き
は
、
返
還
請
求
又
は
追
加
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
補
助
金
の
経
理
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
10
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
補
助
金
の
経
理
に
つ
い
て
の
帳
簿
を
備
え
、
補
助
金
と
そ

れ
以
外
の
経
理
と
を
明
確
に
区
分
し
、
そ
の
収
支
の
状
況
を
帳
簿
に
記
載
し
、
補
助
金
の
使
途
を
明

ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第６号 教育部 こども園幼稚園課 

令和 6 年 6 月 21 日提出 (課長)佐々木 真貴  (担当係長)青嶋 梢  

  

件名 
安曇野市実費徴収にかかる補足給付事業補助金交付要綱の一部改正

について 

要旨 要綱の一部改正を報告するもの 

説明 

 

１ 趣旨 

子ども・子育て支援法の改正により、低所得世帯等への副食材料費に

対する交付金の上限額が引き上げられたため変更するもの。 

 

２ 施行日 

 令和６年４月１日 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 

 

（以 上） 
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報告第７号



 

〇
安

曇
野

市
実

費
徴

収
に

か
か

る
補

足
給

付
事

業
補

助
金

交
付

要
綱

（
令

和
２

年
安

曇
野

市
告

示
第

1
5
5
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

（
補
助
事
業
等
）
 

（
補
助
事
業
等
）
 

第
３
条
 
補
助
金
の
対
象
事
業
、
対
象
者
、
対
象
経
費
及
び
上
限
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
３
条
 
補
助
金
の
事
業
、
対
象
者
、
対
象
経
費
及
び
上
限
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
交
付
申
請
）
 

（
交
付
申
請
）
 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
年
度
の
当
初
に
、
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に

係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）
に
よ
り
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
年
度
の
当
初
に
、
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に

か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）
に
よ
り
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
事
業
２
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
に
際
し
、
安

曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
同
意
書
（
様
式
第
２
号
）
及
び
施
設
ご
と
に

作
成
し
た
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
免
除
対
象
者
表
（
様
式

第
３
号
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
事
業
２
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
に
際
し
、
安

曇
野
市
実
費
徴
収
に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
同
意
書
（
様
式
第
２
号
）
及
び
施
設
ご
と

に
作
成
し
た
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
申
請
書
免
除
対
象
者
表

（
様
式
第
３
号
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
交
付
決
定
）
 

（
交
付
決
定
）
 

第
５
条
 
市
長
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
必
要

に
応
じ
て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
速
や
か
に
補
助
金
の
交
付
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
５
条
 
市
長
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
審
査
し
、
必
要
に
応
じ

て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
速
や
か
に
補
助
金
の
交
付
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
決
定
を
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
内
容
を
変
更
し
、
条

件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
交
付
決
定
を
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
内
容
を
変
更
し
、
条
件

を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
市
長
は
、
補
助
金
の
交
付
を
決
定
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付

事
業
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
４
号
）
に
よ
り
、
不
交
付
を
決
定
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は

安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
不
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
５
号
）
に
よ
り

申
請
を
行
っ
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

３
 
市
長
は
、
補
助
金
の
交
付
を
決
定
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
か
か
る
補
足
給

付
事
業
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
４
号
）
に
よ
り
、
不
交
付
を
決
定
し
た
と
き
に
あ
っ
て

は
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
不
交
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
５
号
）
に

よ
り
申
請
を
行
っ
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
交
付
の
変
更
）
 

（
交
付
の
変
更
）
 

第
６
条
 
交
付
決
定
を
受
け
た
者
は
、
交
付
決
定
を
受
け
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に

安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
変
更
交
付
申
請
書
（
様
式
第
６
号
）
を
市
長
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
補
助
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
の
変
更
が
20
パ
ー
セ
ン

ト
以
内
の
減
額
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
６
条
 
申
請
者
は
、
交
付
決
定
を
受
け
た
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
安
曇
野
市
実
費

徴
収
に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
６
号
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
補
助
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
の
変
更
が
20
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
 

（
実
績
報
告
）
 

（
実
績
報
告
）
 

第
７
条
 
交
付
決
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
決
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
に
、

安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
実
績
報
告
書
（
様
式
第
７
号
）
を
市
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
 
交
付
決
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
決
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
に
、

安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
実
績
報
告
書
（
様
式
第
７
号
）
を
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
事
業
２
に
係
る
実
績
報
告
を
行
う
際
は
、
施
設
ご
と
に
作
成
し
た
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
係
る
補

足
給
付
事
業
補
助
金
実
績
報
告
書
免
除
対
象
者
表
（
様
式
第
８
号
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

 

２
 
事
業
２
に
係
る
実
績
報
告
を
行
う
際
は
、
施
設
ご
と
に
作
成
し
た
安
曇
野
市
実
費
徴
収
に
か
か
る

補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
実
績
報
告
書
免
除
対
象
者
表
（
様
式
第
８
号
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

（
補
助
金
額
の
確
定
）
 

（
補
助
金
額
の
確
定
）
 

第
８
条
 
市
長
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
書
類
の
審

査
及
び
必
要
に
応
じ
て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
審
査
し
、
そ
の
報
告
が
交
付
決
定
の
内
容
及
び
こ

れ
に
付
し
た
条
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
、
安
曇
野

市
実
費
徴
収
に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
確
定
通
知
書
（
様
式
第
９
号
）
に
よ
り
報
告
書
を

提
出
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
８
条
 
市
長
は
、
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
書
類
の
審

査
及
び
必
要
に
応
じ
て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
審
査
し
、
そ
の
報
告
が
交
付
決
定
の
内
容
及
び
こ

れ
に
付
し
た
条
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
、
安
曇
野

市
実
費
徴
収
に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
確
定
通
知
書
（
様
式
第
９
号
）
に
よ
り
報
告
書

を
提
出
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
補
助
金
の
請
求
）
 

（
補
助
金
の
請
求
）
 

第
９
条
 
補
助
金
の
交
付
（
概
算
払
を
含
む
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
安
曇
野
市
実
費
徴
収

に
係
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
（
概
算
払
）
請
求
書
（
様
式
第
10
号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
９
条
 
補
助
金
の
交
付
（
概
算
払
を
含
む
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
安
曇
野
市
実
費
徴
収

に
か
か
る
補
足
給
付
事
業
補
助
金
交
付
請
求
書
（
様
式
第
10
号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

 

（
概
算
払
）
 

（
概
算
払
い
）
 

第
10
条
 
市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
概
算
払
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る

と
き
は
、
交
付
決
定
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
10
条
 
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
決
定
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
概
算
払
い
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
交
付
決
定
の
取
消
し
等
）
 

（
交
付
決
定
の
取
消
し
等
）
 

第
11
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
決
定
又
は
変
更
に

係
る
承
認
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
11
条
 
市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
決
定
又
は
変
更
に
係
る

承
認
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

区
分
 

事
業
１
 

事
業
２
 

対
象

者
 

生
活

保
護

法
（

昭
和

25
年

法
律

第
14
4

号
）
に
よ
る
被
保
護
世
帯
（
単
給
世
帯
を

含
む
。
）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律

第
30
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯
で

あ
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
で
あ

っ
て
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
要
件
に
該
当
す
る
満
３
歳
以
上
の
子
ど

も
が
通
所
す
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

提
供
者
 

(１
) 

市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
（
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
26
年

政
令
第
21
3号

）
第
４
条
第
２
項
第
２
号

に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額

を
い
う
。
）
が
７
万
7,
10
1円

未
満
で
あ

る
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
 

(２
) 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第

15
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民

税
を
課
さ
れ
な
い
者
に
準
ず
る
者
に
扶
養

さ
れ
る
子
ど
も
 

(３
) 

属
す
る
世
帯
で
被
監
護
者
の
範
囲
で

最
年
長
の
子
ど
も
か
ら
順
に
３
人
目
以
降

に
該
当
す
る
子
ど
も
 

対
象

経
費
 

教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
子
ど
も

が
特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、

特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
又
は

特
例
保
育
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
食
材

料
費
以
外
の
実
費
徴
収
額
（
特
定
教
育
・

保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並

び
に
特
定
子
ど
も
。
子
育
て
支
援
施
設
等

の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
26
年
内
閣

府
令
第
39
号
）
第
13
条
第
４
項
及
び
第
43

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
又
は
特
例

保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
徴
収
さ
れ
る
同

上
記
に
該
当
す
る
子
ど
も
の
施
設
等
利
用
給

付
認
定
保
護
者
が
支
払
う
べ
き
副
食
材
料
費

の
実
費
徴
収
額
 

区
分
 

事
業
１
 

事
業
２
 

対
象

者
 

生
活

保
護

法
（

昭
和

25
年

法
律

第
14
4

号
）
に
よ
る
被
保
護
世
帯
（
単
給
世
帯
を

含
む
。
）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律

第
30
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯
で

あ
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
で
あ

っ
て
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要

件
に
該
当
す
る
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
が
通

所
す
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
 

(１
) 

市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
（
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
26
年

政
令
第
21
3号

）
第
４
条
第
２
項
第
２
号

に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額

を
い
う
。
）
が
７
万
7,
10
1円

未
満
で
あ

る
世
帯
に
属
す
る
子
ど
も
 

(２
) 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第

15
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民

税
を
課
さ
れ
な
い
者
に
準
じ
る
者
に
扶
養

さ
れ
る
子
ど
も
 

(３
) 

属
す
る
世
帯
で
被
監
護
者
の
範
囲
で

最
年
長
の
子
ど
も
か
ら
順
に
３
人
目
以
降

に
該
当
す
る
子
ど
も
 

対
象

経
費
 

教
育
・
保
育
認
定
保
護
者
の
子
ど
も
が
特

定
教
育
・
保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別

利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
又
は
特
例

保
育
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
食
材
料
費

以
外
の
実
費
徴
収
額
（
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
26
年
内
閣
府
令
第

39
号
）
第
13
条
第
４
項
及
び
第
43
条
第
４

項
の
規
定
に
よ
る
費
用
又
は
特
例
保
育
の

提
供
に
当
た
っ
て
徴
収
さ
れ
る
同
規
定
に

掲
げ
る
費
用
に
限
る
。
）
 

上
記
に
該
当
す
る
子
ど
も
の
施
設
等
利
用
給

付
認
定
保
護
者
が
支
払
う
べ
き
副
食
材
料
費

の
実
費
徴
収
額
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改
正
後
 

改
正
前
 

規
定
に
掲
げ
る
費
用
に
限
る
。
）
 

補
助

上
限

額
 

１
人
当
た
り
月
額
2,
50
0円

 
１
人
当
た
り
月
額
4,
70
0円

 

対
象

期
間
 

申
請
月
の
属
す
る
年
度
 

 

補
助

上
限

額
 

１
人
あ
た
り
月
額
2,
50
0円

 
１
人
あ
た
り
月
額
4,
50
0円

 

対
象

期
間
 

申
請
の
属
す
る
年
度
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
 

子
ど
も
が
月
の
初
日
に
在
籍
す
る
法
第
30
条
の
11
の
第
３
項
に
規
定
す
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

提
供
者
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
り
、
法
第
７
条
第
10
項
第
５
号
の
事
業
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
 

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）
 

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）
 

様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）
 

 
 

-78-



 

改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）
 

様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）
 

様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）
 

 

 

-80-



 

改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）
 

様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）
 

様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
８
号
（
第
７
条
関
係
）
 

様
式
第
８
号
（
第
７
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）
 

様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
10
号
（
第
10
条
関
係
）
 

様
式
第
10
号
（
第
10
条
関
係
）
 

 

 

〔
提

出
理

由
〕
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報告第７号 教育部 各課 

令和６年６月 21 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼の教育長専決の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

課名 共催 後援 

学校教育課 - ２件 

生涯学習課 １件 １件 

文化課 - １件 

子ども家庭支援課 - ２件 

        （詳細別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 

〇安曇野市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則（平成 17 年教育委員会規則

第５号） 

（専決） 

第３条 教育長は、第２条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を専決することができる。 

  (略) 

２ 教育長は、前項各号に掲げる事項以外の事項についても、この規則の規定を類推して専決するこ
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とができる。 
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学
校
教
育
課
 

  

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

バ
リ

ア
フ

リ
ー

ス
タ

イ
ル

ル
ル

カ
代

表
者

　
西

條
　
智

香

こ
の

活
動

を
安

曇
野

市
内

の
小

・
中

学
生

や
、
そ

の
保

護
者

の
方

に
知

っ
て

も
ら

う
た

め
。

5
/
2

3

第
1
6

回
：
令

和
6

年
6
月

1
5

日
（
土

）
、
1
6

日
（
日

）
第

1
8

回
：
令

和
6

年
7
月

2
0
日

（
土

）
、
2
1
日

（
日

）

第
1
6
回

　
松

本
南

住
宅

公
園

第
1
8
回

　
松

本
住

宅
公

園

障
が

い
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

楽
し

め
る

場
所

を
提

供
し

、
交

流
を

通
し

た
啓

発
活

動
を

行
う

。
子

供
達

が
様

々
な

役
割

を
果

た
す

中
で

自
ら

の
役

割
に

価
値

を
見

出
せ

る
よ

う
に

職
業

体
験

ブ
ー

ス
を

設
け

る
。

県
の

し
あ

わ
せ

バ
イ

信
州

運
動

に
賛

同
し

た
地

元
作

家
や

飲
食

店
に

よ
る

手
作

り
品

の
販

売
、
体

験
（
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

）
の

提
供

〇
〇

-

基
準

第
３
条

第
２

項
及

び
基

準
第

４
条

第
２
号

に
よ

り
可

■
第

1
6

、
1
8

回
バ

リ
フ

リ
マ

ル
シ

ェ
主

催
：
バ

リ
フ

リ
マ

ル
シ

ェ
実

行
委

員
会

専
決

日
:令

和
6

年
5
月

2
7
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

豊
科

高
等

学
校

学
校

長
　
小

高
　
淳

一
高

校
生

の
文

化
活

動
の

支
援

と
広

報
5
/
9

令
和

6
年

6
月

3
0
日

（
日

）
キ

ッ
セ

イ
文

化
ホ

ー
ル

高
校

生
の

文
化

活
動

の
成

果
発

表

入
場

料
：
な

し
第

1
部

：
ク

ラ
シ

ッ
ク

ス
テ

ー
ジ

（
2

0
2
4

年
度

全
日

本
吹

奏
楽

コ
ン

ク
ー

ル
課

題
曲

よ
り

）
第

2
部

：
ゲ

ス
ト

ス
テ

ー
ジ

第
3

部
：
ス

テ
ー

ジ
ド

リ
ル

〇
〇

〇

基
準

第
３
条

第
２

項
及

び
基

準
第

４
条

第
２
号

に
よ

り
可

■
長

野
県

豊
科

高
等

学
校

吹
奏

楽
部

第
2

8
回

定
期

演
奏

会
主

催
：
豊

科
高

等
学

校

専
決

日
:令

和
6
年

6
月

4
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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生
涯
学
習
課
 

 

 
 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
・
東

筑
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
協

会
会

長 望
月

　
雄

内

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

競
技

を
広

く
普

及
さ

せ
、

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

の
振

興
を

図
り

生
涯

学
習

、
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
の

一
環

と
し

て
も

普
及

を
図

る
た

め
。

5
/
1
5

令
和

６
年

７
月

７
日

（
日

）

A
N

C
ア

リ
ー

ナ
（
安

曇
野

市
総

合
体

育
館

）
・安

曇
野

市
立

豊
科

南
中

学
校

体
育

館

・
「天

皇
杯

」
「皇

后
杯

」
の

名
を

冠
す

る
に

相
応

し
い

６
人

制
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
日

本
一

を
目

指
す

長
野

県
予

選
会

。
・
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
界

の
発

展
と

普
及

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
指

し
開

催
す

る
。

・
男

女
と

も
上

位
１
チ

ー
ム

を
北

信
越

ラ
ウ

ン
ド

に
　

推
薦

す
る

。
・
参

加
者

3
0

0
名

○
—

—

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
令

和
６

年
度

　
天

皇
杯

・
皇

后
杯

　
全

日
本

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

選
手

権
大

会
　
長

野
県

ラ
ウ

ン
ド

主
催

：
公

益
財

団
法

人
日

本
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
協

会

専
決

日
:令

和
6
年

5
月

1
6
日

結
果

(○
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

穂
高

納
涼

祭
実

行
委

員
会

実
行

委
員

長
早

川
　
正

美

こ
の

催
し

を
通

し
て

、
生

涯
学

習
の

発
表

機
会

の
確

保
、
世

代
を

超
え

た
市

民
の

交
流

と
地

域
の

絆
づ

く
り

の
形

成
に

繋
げ

た
い

た
め

。

6
/
3

令
和

６
年

８
月

３
日

（
土

）
穂

高
公

民
館

駐
車

場

穂
高

納
涼

祭
を

実
行

委
員

会
、
地

域
住

民
、
地

元
高

校
生

等
が

中
心

と
な

り
開

催
す

る
。
納

涼
祭

を
通

し
て

生
涯

学
習

の
発

表
機

会
の

確
保

、
世

代
を

超
え

た
市

民
の

交
流

と
地

域
の

絆
づ

く
り

を
図

る
。

第
4

1
回

穂
高

納
涼

祭
は

中
央

に
ス

テ
ー

ジ
を

配
置

し
、

大
迫

力
の

太
鼓

演
奏

に
始

ま
り

、
地

域
の

皆
様

に
よ

る
ス

テ
ー

ジ
発

表
が

繰
り

広
げ

ら
れ

ま
す

。
さ

ら
に

、
本

年
は

地
域

・
学

校
・
企

業
・
サ

ー
ク

ル
等

か
ら

踊
り

連
を

一
般

公
募

し
て

、
住

民
参

加
型

の
「
穂

高
音

頭
」
「
H

O
T

A
K

A
サ

ン
バ

」
納

涼
盆

踊
り

を
復

活
し

ま
す

。

○
—

—

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

4
1
回

　
穂

高
納

涼
祭

主
催

：
穂

高
納

涼
祭

実
行

委
員

会

専
決

日
:令

和
6
年

6
月

1
0
日

結
果

(○
)

専
決

の
理

由
(委

任
規

則
３
条

２
項

)
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文
化
課
 

 
 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

松
本

深
志

高
校

山
岳

部
Ｏ

Ｂ
会

　
会

長
古

幡
　
開

太
郎

多
く

の
市

民
に

聴
講

い
た

だ
く

こ
と

に
よ

り
、
山

岳
文

化
の

普
及

を
図

り
た

い
。

6
/
4

令
和

6
年

7
月

6
日

(土
)

長
野

県
松

本
勤

労
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

　
3

－
1
号

室

信
州

大
学

医
学

部
付

属
病

院
院

長
・
内

科
学

第
1
教

室
教

授
で

あ
り

、
北

ア
ル

プ
ス

常
念

診
療

所
所

長
で

も
あ

る
花

岡
正

幸
氏

が
、
山

岳
医

療
で

の
経

験
を

お
話

し
す

る
。

演
題

「
わ

か
り

や
す

い
高

山
病

の
お

話
」
の

公
開

講
演

-
-

-

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可
。
H

3
1
後

援
あ

り

■
公

開
講

演
会

「
わ

か
り

や
す

い
高

山
病

の
お

話
」

主
催

：
松

本
深

志
高

校
山

岳
部

Ｏ
Ｂ

会

専
決

日
:-

結
果

(-
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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子
ど
も
家
庭
支
援
課
 

  

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

ま
つ

も
と

広
域

も
の

づ
く

り
フ

ェ
ア

運
営

委
員

会
　
会

長
 赤

羽
 眞

太
郎

松
本

・
塩

尻
・
安

曇
野

の
3
市

を
中

心
と

し
た

次
代

を
担

う
人

材
で

あ
る

、
市

内
小

中
学

生
・
高

校
生

へ
の

も
の

づ
く

り
へ

の
理

解
を

深
め

る
た

め

5
/
2

2
令

和
６

年
1
0
月

3
日

（
木

）
～

4
日

（
金

）
、
1
9

日
（
土

）

M
ウ

イ
ン

グ
（
中

央
公

民
館

、
中

央
体

育
館

）
、
松

本
工

業
高

校

1
）
子

供
た

ち
に

も
の

づ
く

り
や

理
工

学
に

関
心

を
も

っ
て

も
ら

う
イ

ベ
ン

ト
の

開
催

2
）
地

域
製

造
業

者
の

知
名

度
と

経
営

力
の

向
上

に
貢

献
す

る
よ

う
受

発
注

、
人

材
確

保
支

援
事

業
の

開
催

・
松

本
・
塩

尻
・
安

曇
野

企
業

説
明

会
・
も

の
づ

く
り

体
験

教
室

○
○

○

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
2

0
2

4
ま

つ
も

と
広

域
も

の
づ

く
り

フ
ェ

ア
主

催
：
ま

つ
も

と
広

域
も

の
づ

く
り

フ
ェ

ア
運

営
委

員
会

　
会

長
 赤

羽
 眞

太
郎

専
決

日
:令

和
6

年
5
月

2
8
日

結
果

(○
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

C
O

L
O

M
A

G
A

 P
ro

je
c
t安

曇
野

製
作

実
行

委
員

会
　

代
表

　
楢

畑
彩

香

信
頼

性
を

高
め

る
こ

と
で

、
多

く
の

市
民

に
こ

ど
も

の
創

造
性

を
育

む
本

企
画

の
理

解
・
協

力
を

得
る

こ
と

が
で

き
地

域
の

魅
力

を
広

く
伝

え
る

こ
と

が
で

き
る

た
め

5
/
2

8
令

和
６

年
６
月

～
令

和
７

年
３

月
末

安
曇

野
市

内

本
団

体
は

、
プ

ロ
の

ラ
イ

タ
ー

、
カ

メ
ラ

マ
ン

、
イ

ラ
ス

ト
レ

ー
タ

ー
が

安
曇

野
市

内
の

中
学

生
に
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報告第８号 
 

令和６年度 事業進捗状況報告（懸案事項等） 
 

１ 学校教育課 

教育総務係・教育指導室・学校教育担当   

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

教育振興基本計画 
 １ 第１回策定委員会 

  ７月９日（火）開催予定 

学校保健事業関係 

１ 第１回ストレスチェック 

  実施者名簿作成 

１ 教職員健康診断 

・７/２（火）～７/17（水） 

２ 第１回ストレスチェック

実施 

・７/22（月）～８/４（日） 

就学時健診業務 

 １ 就学時健康診断（園事前

健診） 

・６/24（月）～10/15（火）

27 日間 

就学援助事務 

１ 申請者一覧名簿作成 

２ 認定審査 

・６/10（月）～ 

３ 認定審査及び支給額に係る調査 

・保護者：市外課税者・未申告者等、学校、

給食センター 

 

 

 

３ 認定通知発送 

 

GIGA スクール 

１ ICT 教育推進委員会 

・６/３（月）穂高北小・穂高西中合同研修会 

 穂高西中学校での公開授業及び信州大学 森

下准教授による講演 

・６/17（月）、18（火）、21（金） ICT 活用

オンライン研修会の実施 

１ ICT 教育推進委員会 

・７/26（金）ICT 教育推進

学校代表者会の開催 

２ GIGAスクール運営支援セ

ンター事業 

・７～８月 夏の ICT 研修

会を各校で開催 

コミュニティスクール事

業 

１ 学校運営協議会運営支援 

・５/24（金）明科中 

・５/27（月）豊科南中、穂高西中、三郷中 

・５/29（水）穂高南小、穂高東中 

・５/30（木）豊科東小 

・５/31（金）穂高北小 

２ 堀金地域教育関係者連絡会 

・５/29（水） 

１ 学校運営協議会運営 

支援 

 

 

 

 

２ 地域学校協働本部 

連絡会 

学校安全支援事業 

１ 熊除け鈴配布 左記以外 

・学校緊急無線通報システム

教室名変更業務実施 

・学校緊急無線通報システム

の磁界強度測定（直営） 

・学校緊急無線通報システム

教室名変更業務委託作業 

青色防犯パトロール 
１ 青色防犯パトロール講習会 

・６/６（木）穂高地域②（穂高北小学校） 
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小規模特認校制度 

１ 小規模特認校制度 

・５/31（金）市長定例記者会見での周知 

・６/３ （月）議会への進捗報告 

・６/10（月）～対象児童に対しリーフレット

配布 

・６/11（火）校長会にて事務手続き説明 

・６/13（木）募集要領の公開、市教委での相

談業務開始 

１ 小規模特認校制度 

・令和７年４月転入学児童

の募集業務実施中 

不登校支援 

１教育施設連携促進コーディネーターの活動状

況 

・民間施設等訪問件数 ８件 

・学校訪問による事業説明と民間施設等を利

用する児童生徒の状況把握、情報交換 ８

校 

・スマートフォンとの付き合い方講座（民間

施設と企画） 

  保護者向け ６/３実施 ５名参加 

子ども向け ６/27 実施予定 

左記以外の予定 

・市内の施設の定期訪問を開

始 

・定期訪問により収集した児

童生徒の情報を、学校関係

者や必要に応じてスクール

ソーシャルワーカー等と共

有していく。 

・市外にて不登校支援等を実

施する施設にも随時訪問予

定 

・民間施設と共同で実施でき

る体験活動や講座・研修等

を企画・調整していく。 

 

キャリア教育 

１ キャリアフェスティバル説明会実施 

 ５/20（月）・５/22（水）・５/31（金）に、合

計５回開催。市内の企業・団体から 60社が参

加。 

１ ６/21（金）キャリアフェ

スティバル参加申し込み書

提出期限。 

 

２ 学校給食課 

学校給食担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

 

給食センター総務費 １ 給食センター更新計画策定 

２ 地産地消の取組み 

３ 学校給食施設点検及び監視指導（松本保健

所、６/17 日（月）南部給食センター） 

１ 学校給食施設点検及び監

視指導（松本保健所） 

 （７/２（火））中部、北部

給食センター） 

 

学校給食費会計公会計事

業 
令和６年度給食費第１期再振替 （６/17（月）） 

 

令和６年度給食費 

小学校 320 円/食 

（うち保護者負担 280 円） 

中学校 375 円/食 

（うち保護者負担 330 円） 

 

各給食センター管理運営

事業 

１ 所管する学校へ安心で安全なおいしい給食

を提供できるように、施設及び調理環境の整

備の実施（各センター） 

２ アレルギー対応食３者協議会（保護者、学

校、給食 

 センター）協議会の実施（各センター） 

３ 栄養士の学校訪問開始（各センター） 

４ 穂高南小 PTA 見学（６/19(水)） 北部給食

センター） 

１ 東御市教育委員会視察

（７/１（月）中部給食セン

ター） 

 

堀金給食センター設備更

新事業 

１ 堀金学校給食センター厨房機器等更新工事

（６月） 

２ センター内照明器具設置（LED 化） 

３ 壁塗り替え、天井張替 

堀金給食センターの休止（３

/18（月）～12 月）予定 
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３ 生涯学習課  

社会教育係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

中央公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 安曇野市企業人権教育推進協議会・研修会 

※36 団体 68 事業所 

・６/18（火）午後３時～５時 本庁舎大会議室 

研修会：職場におけるハラスメント防止 ～「セクハラ」

を正しく知るために ～ 

講師： 唐澤佳秀法律事務所 弁護士宮井麻由子さん 

 

２ 第１回 安曇野市総合芸術展実行委員会 

・７/８（月）午後１時 30 分から３時 本庁舎 401 会議室 

３ 市民大学講座受講申込締切日  

※６月３日（月）～７月９日（火） 

４ オンライン日本語教室交流員・学習者の募集締切日 ※

６月 20（木）～７月 12日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市民大学講座：７月 23

日、８月６・20 日、９月

３・17 日 隔週火曜日午

後７時～８時 30 分 

豊科交流学習センター 

 

４ オンライン日本語教 

室：８月 22 日～11 月 

28 日毎週木曜日  

午後７時～８時 30分 

全 15 回 定員 20 名 

 

豊科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 豊科地域公民館球技大会（ソフトボール・ワンバウンド

ふらばーるバレー） 

 ・６月 16 日（日）午前７時～11時高家スポーツ広場 

２ 学社連携人権教育研修会  

講演会「クラスを育てるストレスケア教育」 

・７月３日（水）午後３時 20分～４時 40 分 

豊科公民館 

３ コーラスグループ交流発表会 

・７月 13 日（土）午後１時 30～３時 45 分 

豊科公民館 

４ 親子ふれあい塾 夏休みフィールドチャレンジ教室  

・７月 24 日（水）午前９時～午後２時 30 分 

国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区） 

 

 

穂高生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

穂高公民館事業 

 

 

 

 

 

 

１ らくらくチェアトレ教室 

・６月 26 日（水）午後１時 30分～、穂高公民館 

２ 夕涼みジャズコンサート 2024  

・７月６日（土）午後３時～５時、穂高公民館 

３ 初心者向け「スマホ教室」基礎編     

・７月 18 日（木）午後１時 30分～４時、穂高公民館 
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三郷生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和６年度三郷公民館長寿命化工事 

 ・契約（議決）日：６月７日（金） 

  ・契約金額：410,300,000 円 

・契約の相手方：株式会社 佐原建設 

２ 三郷まなび隊①(プログラミング) 

・６月 22 日（土）午前 10 時～、ゆりのき学習室 

３ けん玉チャレンジ①開講式 

・６月 30 日（日）午後２時～、三郷文化公園体育館 

４ ふるさと講座①小諸城址懐古園・小諸市内散策と佐久ぴ

んころ地蔵巡り 

 ・７月 18 日（木）午前７時 30 分～午後５時 30分 

５ 夏休み子ども講座①②③ 

 ・７月 31 日（水）～８月２日午前９時～正午 

  三郷文化公園体育館 

６月１日（土）から令和７

年３月まで貸館休止 

堀金生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

堀金公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 堀金のお宝発見講座「古文書から学ぶ 拾ケ堰開削 

者達の苦悩」 

・６月 28 日（金）午前 10 時～、堀金公民館会議室 

２ みんなでスポーツ in常念 

 ・７月７日（日）午前８：30～正午 

  堀金中央公園・常念ドーム 

３ 夏休み子ども公民館①～③ 

 ・７月 30 日（火）～８月１日（木）午前９時～ 

  堀金公民館 

 

明科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

明科公民館事業 

 

 

 

 

 

 

１ 健康麻雀教室  

・６月 28 日（金）午後１時～５時、明科公民館 

２ 夏の歌声ひろば アコーディオン演奏で歌いまし 

ょう。 

 ・７月 18 日（木）午前 10時～正午、明科公民館 

３ 水辺の安全安心教室※カヌー、サップ体験他 

 ・７月 23 日（火）午前 10時～正午、龍門淵公園 
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４ 文化課 

         文化振興担当 

事業 現    況 今後の取り組み 

芸術教育普及事業 

１ 安曇野 AIR2024 

・５～10 月：東京藝大出身の作家３名による、滞在、

制作、市民との交流、展示 

 

・展示 10/10(木)～10/22(火) 

 みらい展示ギャラリー 

３ 能楽教室 

・６/18(火) 穂高東中学校 10:50～12:40 

・６/19(水) 穂高南小学校 10:50～12:25 

 

４ 新進音楽家コンサート 

・オーディション ７/７(日) 

・あづみの新進音楽家コンサート 2024 12/７日(土) 

 

５ 熊井啓顕彰事業 

・ミニシアター「日本列島」５/15(水) 

来場者数 43 名 

・熊井啓映画上映会「日本の黒い

夏 冤罪」 ９/28(土)  

豊科公民館ホール 

６ ミュージアム活性化事業 

・美術館博物館年間予定表 

 小中学生を同伴した保護者の入館料を無料とするパ

スポートの発行(全児童・生徒へ配布) 

４月利用者 70人、５月利用者 104 人 

 

７ ０歳からのミニコンサート 

・第１回 ５/31(金)(みらい)  106 人 

竹内一恵、川井優奈 

 

文化団体補助事業 

１ 『安曇野文化』刊行 

・５/31(金) 第 51 号発行 

 

・第２回編集委員会 ７/19(金) 

２ ちくに生きものみらい基金充当事業 

・６/20（木）堀金小４年 田淵行男記念館 外 

・６/26（水）豊科東小４年 田淵行男記念館 外 

・６/27（木）豊科東小クラブ 校内 

 

・７/３（水）豊科東小５年 アル

プスあづみの公園 

指定管理施設の事

業 

１ 田淵行男記念館 

・細密画展 安曇野の蝶 館長講座「細密画の蝶とそ

の生態」５/25(土) 15：00～ 

 

豊科近代美術館大

規模改修工事 

受 注 者：松本土建・丸山硝子特定建設工事共同企業

体 

工事期間：６/７(金)～R７ ７/10(木) 

休館期間：６/３(月)～R7.8 月下旬 

明科子どもと大人

の交流学習施設空

調設備等改修工事 

受 注 者：㈱大和ホーム工業 安曇野営業所 

工事期間：６/３(月)～R７ ３/14(金) 
 

共催事業 

１ 第 39 回早春賦音楽祭=本ステージ= 

・６/16(日) 穂高会館 

２ オープンアトリエ事業「絵本

作家と福祉施設で土の絵の具を

作る、土で描く」 

９/25(水)～10/８(火) みらい 

 

博物館担当 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

豊科郷土博物館

教育普及事業 

１ 被爆ピアノコンサート 

・６/６(木)三郷中学校  参加者：約 570 人 

・６/７(金)豊科北中学校 参加者：約 410 人 

堀金中学校  参加者：約 300 人 

本庁舎    参加者：80 人 

 

２ 平和学習資料展(原爆紹介資料と市内の戦争遺跡

に関する展示) 

・６/ ４(火)～６/18(火) 三郷中学校 

・６/18(火)～７/ ２(火) 堀金中学校 

 

７/２(火)～７/18(木) 

豊科北中学校 

７/18(木)～７/21(日)本庁舎 
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新市立博物館準

備事業 

 １ 第２回安曇野市新市立博物館

整備方針検討委員会 

・７/９(火) 

貞享義民記念館

教育普及事業 

１ 貞享騒動基礎講座「松本平最大のヒーロー」 

・①貞享騒動について ５/18(土)参加者:15 人 

・②騒動の物語化   ６/１(土)参加者:15 人 

 

２ 葵曇会「心展」 

・４/25(木)～５/26(日) 参加者：54 人 

 

３ 下田忠壽写真展 昭和の稲作 

・６/７(金)～６/22(土) 

４ 楡フォトクラブ写真展  

・７/９(火)～７/15(月) 

文書館施設運営

管理事業 

１ 重要文書等収集・整理（公開資料点数） 

・公文書 53,206 点、地域資料 52,801 点(５月末現

在)(５月新規点数/公文書 1,024 点、地域資料 363

点) 

 

２ 文書館運営審議会 

・６/10(月) 

 

文書館教育普及

事業 

１ 文書館運営審議会 

・６/10(月) 

 

２ 文書館講演会「過疎な中で地域資料を守る」 

・６/16(日) 

 

臼井吉見文学館

管理運営事業 

１ 講演会「文士の子どもに生まれて」 

・講師:阿川佐和子氏 

・７/12（金） 参加者:500 人（募集〆切） 

 

共催事業 
１ 映画「おかあさんの被爆ピアノ」上映会 

・６/１(土) 参加者：46 人 

 

文化財保護係 

事業（懸案事項） 特記事項 今後の取り組み 

文化財保全事業 
１ 安曇野市文化財保存活用地域計画 

・アンケート調査の実施 
・ワークショップの実施 

埋蔵文化財発掘調

査事業 

１ 国道 19 号の歩道拡幅に伴う明科遺跡群明科廃寺

に係る長野国道事務所との保護協議 
 

図書館係 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

図書館事業  

１ 図書館協議会 

 第１回図書館協議会 

・７/９(火)13:30～ みらい 

中央図書館 

１ 信州横断講座（共催事業） 

 戦中から現代を映す鏡『暗黒日記』 

  「清澤洌の思想と言論活動 

～その現代的意義を探る～」 

・６/29(土) 13:30～ みらい 

２ 教科書展示会 

（中信教育事務所） 

・７/３(水)～７/18(木) 

 館内展示スペース 

３ 映画上映会「白い船」 

・７/12(金)18：00～ みらい 

４ 大人のための朗読会 

・７/13(土)13:30 分 みらい 
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５ 子ども家庭支援課 

子ども子育て政策係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童クラブ整備事

業 

１ 教室改修工事等の進捗状況 

・豊科東小  被服室改修設計完了予定 ６/19（水） 

・明南小   普通教室改修設計完了 ４/30（火） 

 

１ 教室改修工事等の進捗状況 

・豊科東小 

 被服室改修工事発注予定 ７月 

・明南小 

 普通教室改修工事発注予定 

７月 

第３次安曇野市子

ども・子育て支援

事業計画策定業務 

 １ 子ども・子育て会議 

・７月下旬 日時場所 未定 

 

２ 子ども若者意見広場 

・７/27（土）４階大会議室 

 13 時 30 分～ 

黒沢洞合自然公園

整備事業 

１ 安曇野市黒沢洞合自然公園整備検討委員会 

・６/19（水）共用会議室 307 10 時～ 

１ 実施設計業務 

・履行期間 ３月～９月 

 

２土地利用審議会 

・７月下旬 日時未定 

ファミリーサポー

ト事業 

 １ ファミサポ協力会員養成講

座（前期） 

・６/28（金）堀金老人福祉セン

ター 午前９時～ 

・全５回 24 時間講習 

子育て給付係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

令和６年度 

児童手当 現況届 

 

１ 令和６年度の児童手当支給にあたり、現況届の提出

が必要な方（約 200 件）に現況届を送付。 

・６月末が申請期限。 

・提出不要な方を含む全体は約 6,000 件 

１ 審査後、10 月から支給 

※ 制度改正の予定あり 

令和６年度 

子育て応援手当 

申請受付 

１ 令和６年度の子育て応援手当の支給対象と思われ

る方（第２子以降が認定こども園等に入所していない

方、約 600 件）に申請書類を送付。６月末が申請期限。 

１ 審査後、10 月と３月に支給 

児童青少年係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科児童館整備事

業 

１ 豊科中央児童館解体工事 

・６月上旬から６月下旬まで 

 

青少年育成環境整

備事業 

１ 子ども学芸クラブ会議 

・５/28（火） 共用会議室 305 午後２時 

１ 第２回青少年センター運営

委員会 

・６/28（金）共用会議室 305 午

後１時 30 分 

２ 県下一斉街頭啓発活動 

・７/１（月）市内中学校 午前

７時 30 分 

３ 青少年センター講演会 

・７/13（土）大会議室 午前 10

時 30 分 
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青少年体験事業 １ 青少年交流事業参加者募集 

・江戸川区花火大会（８月）    ６/28（金）まで 

・神奈川県真鶴町交流事業（８月） ７/５（金）まで 

・福岡市東区交流事業（９月）   ７/26（金）まで 

１ 夏休みイベントカレンダー

全児童配付 

・６/26（水） 

子ども会育成会支

援事務 

１ 第２回常任委員会 

・６/４（火） 共用会議室 307 午後７時 

 

２ 長野県子ども会育成連合会定時総会 

・５/24（金） 長野ターミナル会館 午前 10 時 15 分 

１ 子ども会育成会安全啓発講

習会 

・７/13（土）大会議室 午前９

時 15分 

放課後子ども教室

実施事業 

１ わいわいランド実施 

・毎週水曜日 市内 10 小学校 

 

子ども家庭相談担当〈子ども発達支援相談室〉 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童発達支援事業 

１ 遊びの教室 

・６月は５回実施 

こあら（１歳児）穂高（６/３（月）、６/18（火）） 

こあら（１歳児）豊科（６/６（木）） 

いるか（２歳児）穂高（６/13（木）、６/26（水）） 

 

２ 発達相談日（親子であっぷっぷ） 

・６月は５回実施（６/５（水）、６/12（水）、６/19（水） 

６/25（火）、６/27（木）） 

 

３ 運動発達相談日（はいはいたっち） 

・６月は３回実施（６/７（金）、６/10（月）、６/28（金）） 

 

４ ことばの相談日 

・６月は３回実施（６/６（木）、６/13（木）、６/20（木）） 

 

５ 親子で遊ぼう教室 

・６月は１回実施（６/14（金）） 

 

６ 子育て学習会 

・６月は５回実施（６/７（金）、６/13（木）、６/18（火）、 

６/20（木）、６/21（金）） 

１ 遊びの教室 

・７月は４回の実施を予定 

 

 

 

 

２ 発達相談日 

・７月は６回の実施を予定 

 

 

３ 運動発達相談日 

・７月は３回の実施を予定 

 

４ ことばの相談日 

・７月は２回の実施を予定 

 

５ 親子で遊ぼう教室 

・７月は１回の実施を予定 

 

６ 子育て学習会 

・７月は実施なし 
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６ こども園幼稚園課 

保育幼稚園担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

安曇野市保育協会講演会 安曇野市保育協会全体研修会（講演会）の開催 

 

安曇野市保育協会で行う保育士対象の全体研修会 

 

日時 ６/29（土）９時 50 分～11 時 50 分 

場所 堀金総合体育館 サブアリーナ 

講師 新保 庄三氏  

一般社会法人日本保育者支援協会顧問   

子ども総合研究所代表  

社会福祉法人土の根会理事長 

演題 「人権と不適切保育 その対応について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷西部認定こども園 園

庭芝生  

お披露目会 

三郷西部認定こども園 園庭芝生お披露目会の開催 

 

３/18 (月)に種まき会を行った三郷西部認定こど

も園の園庭芝生化事業の養生期間が終了し、芝生の

上での遊びが開始となるため、子どもたちと一緒に

お披露目会を行う。 

 

日時 ７/23（火）※雨天７/26（金） 

場所 三郷西部認定こども園 

   午前９時 30 分～10 時 

 

 

 

 

 

三郷北部認定こども園と三郷

南部認定こども園は夏季保育

明けより、園庭芝生での遊び

が開始 

 

令和６年 10 月の運動会で保

護者へのお披露目を行う。 

 

令和７年度の園庭芝生化事業

の実施設計業務委託 

・豊科認定こども園 

・豊科南部認定こども園 

・南穂高認定こども園 

・たつみ認定こども園 

・堀金認定こども園 
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